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は
じ
め
に

　

日
本
の
古
く
か
ら
あ
る
文
書
形
式
の
一
つ
に
起
請
文
が
あ
る
。
神
仏
に

宣
誓
し
、
そ
の
誓
い
を
違
え
た
場
合
、
神
仏
か
ら
の
罰
を
蒙
る
と
記
す
文

書
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
最
古
の
起
請
文
は
一
一
三
七
年
の
年
紀
を
持
つ

の
で（
１
）、
お
お
よ
そ
十
二
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
に
は
成
立
し
、
そ
の
後
明
治
維

新
に
い
た
る
ま
で
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
で
男
女
を
問
わ
ず
盛
ん
に
書
か

れ
た
。

　

誓
約
の
内
容
は
政
治
や
生
活
、
信
仰
や
個
人
の
嗜
好
に
関
す
る
こ
と
ま

起
請
文
の
罰

─
神
文
の
罰
か
ら
牛
玉
の
罰
へ
─

大
河
内
千
恵

で
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
、
個
人
や
地
域
・
所
属
す
る
集
団
の
信
仰
を
反

映
す
る
様
々
な
神
仏
が
勧
請
さ
れ
て
神
文
が
書
か
れ
、
牛
玉
宝
印
（
以
下

牛
玉
と
表
記
）
と
呼
ば
れ
る
護
符
を
料
紙
に
す
る
な
ど
、
多
彩
な
要
素
を

持
つ
た
め
、
政
治
・
文
化
・
医
学
・
民
俗
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
研

究
が
な
さ
れ
て
き
た（
２
）。

　

私
は
近
世
起
請
文
に
関
心
が
あ
る
た
め
、
近
世
の
日
記
や
記
録
、
随
筆

な
ど
に
目
を
通
す
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
起
請
文
を
書
く
場
面
で
牛
玉
を

飲
む
事
例
に
い
く
つ
か
出
会
っ
た
。
飲
む
目
的
と
飲
み
方
は
そ
れ
ぞ
れ
少

し
ず
つ
異
な
る
が
、近
世
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
牛
玉
の
使
い
方
・

誓
約
の
作
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個
々
の
検
討
は
あ
と
で
行
う
こ
と
に
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し
て
、
ま
ず
は
該
当
部
分
の
原
文
を
紹
介
し
た
い
。（
カ
ッ
コ
内
・
傍
線

は
筆
者
に
よ
る
）

　

な
お
、
牛
玉
は
牛
王
と
表
記
す
る
場
合
も
多
い
が
、
そ
の
場
合
は
原
本

の
表
記
に
従
っ
た
。

Ａ
「（
寛
永
五
年
九
月
）
廿
八
日
、
晴
、
早
朝
九
條
殿
ヨ
リ
遷
宮
御
禮
御

使
也
、
次
召
使
小
者
衆
一
ニ
起
請
・
熊
野
牛
玉
焼
呑
召
放
了
、
請
中
故
之

分
別
也
」（『
舜
旧
記　

第
七（
３
）』）

Ｂ
「
中
頃
ヨ
リ
、
御
即
位
以
後
、
於
護
国
寺
令
飲
神
水
〈
霊
社
ノ
神
文
、

焼
之
和
水
〉、于
諸
臣
也
。且
諸
間
切
諸
島
ハ
遣
検
者
、令
飲
神
水
也
」（『
琉

球
国
由
来
記（
４
）』）

Ｃ
「（
承
応
三
年
〈
一
六
五
四
〉
小
城
藩
主
鍋
島
元
茂
が
）「
…
丹
州
（
佐

賀
藩
主
鍋
島
光
茂
）に
一
味
同
心
可
仕
と
、我
眼
の
前
に
て
誓
詞
を
致
し
、

牛
王
を
焼
、
呑
み
て
見
せ
候
へ
」
と
御
申
候
、
加
州
（
元
茂
嫡
子
直
能
）

被
仰
候
は
、「
其
段
は
御
心
安
く
可
被
思
召
候
。
日
来
其
覚
悟
に
御
座
候
」

と
則
血
判
誓
詞
被
成
、
牛
王
を
焼
、
呑
候
て
被
懸
御
目
候
へ
ば
」（『
葉
隠

聞
書　

五
』）

5
（

）

Ｄ
「
西
夷
数
五
拾
八
人
制
詞
（
誓
詞
）、
外
に
所
々
に
て
牛
王
呑
、
東
夷

に
て
も
数
百
人
給
候
」（『
蝦
夷
蜂
起（
６
）』）

Ｅ
（
放
火
犯
を
特
定
す
る
た
め
使
用
人
や
店
子
に
）「
牛
王
迄
一
々
呑
せ

穿
議
す
れ
ど
も
い
か
な
し
れ
ず
」（
大
田
南
畝
『
半
日
閑
話
』
巻
一（
７
））

Ｆ
長
橋
東
原
書
画
の
会
に
断
申
遣
す
と
て
「
今
日
の
無
拠
断
に
君
が
牛
王

を
の
ま
ん
と
ぞ
思
ふ
」
東
原
は
神
田
紺
屋
町
二
丁
目
、
牛
王
を
出
す
家
な

り
。（
大
田
南
畝
『
放
歌
集（
８
）』）

Ｇ
（
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉
幕
府
派
遣
蘭
国
留
学
生
榎
本
武
揚
ら
が
幕

命
に
よ
り
）「
諸
氏
の
留
学
を
命
ぜ
ら
る
ゝ
や
、幕
府
は
命
令
す
る
處
あ
り
、

諸
氏
熊
野
牛
王
を
呑
み
誓
詞
血
判
を
為
し
、
之
を
領
す
」（「
昔
日
譚
」）

（
（

）

　

一
般
的
に
、
起
請
文
や
牛
玉
を
飲
む
作
法
と
い
え
ば
一
味
神
水
が
ま
ず

想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
致
団
結
を
誓
っ
た
連
署
の
起
請
文
を
焼
い
て
そ

の
灰
を
聖
な
る
水
と
と
も
に
飲
み
あ
う
中
世
以
来
の
誓
約
の
作
法
で
あ
る

が
、
右
の
事
例
は
い
ず
れ
も
団
結
の
た
め
の
誓
約
で
は
な
く
、
誓
約
を
確

実
に
守
ら
せ
る
た
め
、
あ
る
い
は
噓
を
つ
い
て
い
な
い
か
確
か
め
る
た
め

に
牛
玉
を
飲
ま
せ
た
（
Ｆ
は
自
ら
飲
む
）
よ
う
で
あ
る
。
起
請
文
を
飲
む
、

と
い
う
点
で
は
一
味
神
水
と
似
て
い
る
が
、飲
む
目
的
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
牛
玉
を
飲
む
こ
と
に
当
時
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
上
演
と
考
え
ら
れ
る
歌
舞
伎
台
本
「
恋
飛
脚

大
和
往
来　

亀
屋
段
」
に
は
「
嘘
を
つ
い
て
熊
野
牛
玉
を
焼
い
た
灰
を
飲

む
と
、
た
ち
ま
ち
血
を
吐
い
て
死
ぬ
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
り
、
嘘
を
つ

い
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
た
め
門
口
に
貼
っ
て
あ
っ
た
熊
野
牛
玉
を

は
が
し
焼
い
て
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る）

（1
（

。
こ
の
言
説
の
出
典
は
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不
明
だ
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
ご
ろ
に
は
、
嘘
を
つ
い
て
熊
野
牛

玉
を
飲
む
と
血
を
吐
い
て
死
ぬ
、と
い
う
言
説
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
こ
の
言
説
は
人
々
の
間
で
長
く
語
り
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
に
生
ま
れ
た
南
方
熊
楠
は
、
和
歌
山
城
下
で
の
幼
少

時
の
記
憶
と
し
て
「
…
熊
野
の
牛
王
は
幼
時
度
々
見
も
す
れ
ば
、
小
学
校

で
紛
失
品
有
る
毎
に
牛
王
を
呑
ま
す
と
威
さ
れ
た
の
で
…
」「
盗
人
な
ど

を
検
出
す
る
に
は
、
之
を
焼
い
て
灰
と
し
水
で
服
む
と
、
熊
野
の
社
に
居

る
烏
が
焼
い
た
数
だ
け
死
ぬ
。
そ
の
罰
が
有
罪
の
本
人
に
中
っ
て
、
即
座

に
血
を
吐
く
と
か
聞
い
た）

（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
期
の
和
歌
山

県
新
宮
市
で
は
「（
熊
野
）
牛
王
宝
印
の
一
片
を
盃
に
浮
か
べ
て
飲
む
と
、

嘘
を
言
っ
て
い
る
も
の
は
血
を
吐
く
と
い
わ
れ
た
」
と
の
言
い
伝
え
が

残
っ
て
い
た
ほ
か
、
独
文
学
者
小
宮
豊
隆
も
大
正
末
〜
昭
和
初
め
頃
、「
熊

野
の
牛
王
を
飲
ま
せ
る
と
、
悪
い
事
を
し
た
奴
に
は
必
ず
生
理
的
反
応
が

あ
る
の
だ
さ
う
で
あ
る
」
と
随
筆
に
書
き
記
し
て
い
る）

（1
（

。

　

一
般
に
起
請
文
は
そ
の
発
生
か
ら
徐
々
に
神
威
が
低
下
し
、
信
用
を

失
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
神
威
を
補
完
す
る
た

め
に
呪
力
の
籠
め
ら
れ
た
護
符
で
あ
る
牛
玉
が
料
紙
に
使
わ
れ
、
誓
約
に

重
み
を
も
た
せ
る
努
力
が
払
わ
れ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
し
か
し
そ

の
一
方
で
牛
玉
の
呪
力
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
は
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
中
世
ま
で
は
起
請
文
を
書
い
た
場
合
、
神

文
の
罰
が
違
約
時
に
蒙
る
罰
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
で
は
牛
玉
が
罰

を
下
す
、
と
い
う
形
で
そ
の
呪
力
が
意
識
さ
れ
、
牛
玉
を
料
紙
と
す
る
こ

と
で
起
請
文
に
神
文
の
罰
に
加
え
、
牛
玉
そ
の
も
の
の
罰
が
加
わ
っ
た
、

と
理
解
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
中
世
と
は
異
な
る
起
請
文
の
罰
の
在
り
方
や
、
近
世
起
請
文
の
罰

の
源
泉
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

牛
玉
の
呪
力
が
罰
を
下
す
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
一
体
い
つ
か
ら

か
。
こ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
近
世
に
な
っ
て

突
然
発
生
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
世
に
も
そ
の
芽
吹
き
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
牛
玉
を
飲
む
こ
と
に
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て

お
ら
ず
、
特
段
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
牛
玉
を
飲
む
行
為
を
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
証
し
、

「
牛
玉
の
罰
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

一　

牛
玉
と
起
請
文

　

検
討
に
入
る
前
に
、
改
め
て
牛
玉
と
起
請
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　

起
請
文
は
発
生
当
初
は
木
簡
ま
た
は
白
紙
に
書
か
れ
た
が
、
そ
の
後
牛
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玉
を
料
紙
と
す
る
事
例
が
増
え
、
戦
国
期
以
降
は
牛
玉
を
使
用
す
る
こ
と

が
正
式
な
起
請
文
の
書
式
、
と
さ
え
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。
現

在
確
認
さ
れ
て
い
る
、
牛
玉
を
料
紙
と
し
た
起
請
文
の
初
見
は
文
永
三
年

（
一
二
六
六
）
で
、
使
用
さ
れ
た
の
は
東
大
寺
二
月
堂
の
牛
玉
で
あ
る）

（1
（

。

　

牛
玉
と
は
正
式
に
は
牛
玉
宝
印
と
呼
ば
れ
る
護
符
の
一
種
で
あ
り
、
東

大
寺
を
は
じ
め
東
寺
や
熊
野
三
山
、
各
地
の
八
幡
宮
な
ど
様
々
な
寺
社
で

調
製
さ
れ
た
。
牛
玉
は
主
に
修
二
会
で
調
製
さ
れ
た
が
、
こ
の
調
製
儀
礼

こ
そ
が
牛
玉
の
呪
力
の
源
で
あ
り
、
紙
面
に
神
仏
を
表
す
梵
字
や
神
仏
の

力
を
表
し
た
宝
珠
の
印
（
宝
印
）
を
捺
す
こ
と
は
即
ち
紙
面
に
神
仏
を
勧

請
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
佐
藤
進
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
神
仏

を
紙
面
に
表
現
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
護
符
を
起
請
文
の

料
紙
に
す
る
こ
と
で
誓
約
に
神
仏
が
臨
席
し
て
い
る
と
考
え
、「
誓
約
を

よ
り
一
層
お
ご
そ
か
な
、
神
の
見
守
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た）

（1
（

」
当
時
の

人
々
の
心
象
が
想
像
で
き
る
。

　

い
わ
ば
牛
玉
は
神
仏
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で

護
符
で
も
あ
り
、万
能
と
も
い
え
る
利
益
を
授
け
る
と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。

嶋
津
宣
史
氏
は
熊
野
牛
玉
の
護
符
と
し
て
の
機
能
を
「
現
世
に
お
い
て
は

攘
災
招
福
の
護
符
と
し
て
、
ま
た
来
世
に
お
い
て
は
救
済
＝
極
楽
往
生
の

証
」、
小
山
聡
子
氏
は
「
参
詣
者
の
道
中
守
護
」
と
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
牛

玉
が
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
魔
除
け
や
除
災
の
た
め
に
戸
口
に

張
り
付
け
ら
れ
た
各
種
の
牛
玉
の
様
子
が
複
数
の
絵
巻
に
描
か
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る）

（1
（

。

二　

神
水
で
何
を
飲
む
か

　

本
節
で
は
中
世
に
お
い
て
牛
玉
を
飲
む
行
為
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
た
か
を
確
認
す
る
た
め
集
め
た
事
例
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

誓
約
の
作
法
に
は
一
味
神
水
ば
か
り
で
な
く
、
神
判
と
し
て
起
請
文
を

飲
む
作
法
も
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
を
近
代
で
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
中

田
薫
と
思
わ
れ
る
が
、
中
田
は
「
古
代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神

判）
11
（

」
で
、
中
世
に
行
わ
れ
た
神
判
を
四
種
あ
げ
、
そ
の
う
ち
三
つ
め
を
「
神

水
」
と
し
て
い
る
。
中
田
は
神
水
を
「
誓
文
を
書
し
た
る
紙
（
一
般
に
熊

野
牛
王
紙
を
用
ゆ
）
を
焼
て
灰
と
な
し
、
水
又
は
酒
に
混
じ
て
飲
下
す
る

者
な
り
」（
九
三
二
頁
）と
定
義
し
て
い
る
。本
稿
で
は
中
田
の
定
義
に
従
っ

て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
京
都
府
立
京
都
学
・
歴

彩
館
の
東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
「
牛
玉
」「
牛
王
」「
神
水
」

の
文
言
を
検
索
し
、
史
料
を
収
集
し
た
。
ま
た
、
起
請
文
を
論
じ
た
先
行

論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
事
例
も
加
え
た
。
史
料
収
集
で
参
考
に
し
た
先

行
論
文
の
主
な
も
の
は
中
田
薫
・
千
々
和
到
・
黒
川
直
則
・
入
間
田
宣
夫
・

勝
俣
鎮
夫
・
久
留
島
典
子
・
清
水
克
行
・
呉
座
勇
一
各
氏
の
論
文
で
あ
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る）
1（
（

。
期
間
は
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
と
し
た
。

　

集
め
た
史
料
二
十
八
件
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
で
あ
る
。「
神
水
」「
呑

む
」「
麗
水
」
な
ど
の
文
言
が
あ
り
、
聖
な
る
水
を
飲
ん
で
誓
約
し
た
、

と
文
意
か
ら
判
定
で
き
る
史
料
を「
神
水
」と
認
定
し
て
拾
っ
て
い
く
と
、

神
水
の
記
事
は
二
十
三
件
に
上
る
が
、
何
を
飲
ん
だ
の
か
具
体
的
に
書
い

て
あ
る
事
例
は
少
な
く
、
11
・
12
・
18
・
22
・
23
・
27
の
六
件
だ
け
で
あ

る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、「
一
味
起
請
文
」「
同
心
」
の
文
言
は
一
味
神

水
を
行
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
起
請
文
や
牛
玉
を
料
紙
と
し
た
起
請
文
を

飲
ん
だ
、と
ま
で
解
釈
す
る
場
合
が
あ
る
が
、本
稿
で
は
慎
重
を
期
し
て
、

具
体
的
に
何
を
飲
ん
だ
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
事
例
の
み
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
。
こ
の
方
針
で
分
類
す
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
何
を
飲
ん

だ
か
確
認
で
き
る
事
例
は
六
件
と
な
る
。

　

飲
ん
だ
も
の
は
、
牛
玉
に
書
か
れ
た
起
請
文
が
11
・
12
・
23
の
三
件
、

起
請
文
が
18
の
一
件
、
そ
の
ほ
か
、
特
殊
な
事
例
で
あ
る
が
、
香
の
灰
が

22
一
件
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
百
姓
た
ち
が
十
字
架
の
木
片
を
焼
い
て
飲
ん
だ

事
例
が
27
一
件
で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
、
飲
ん
だ
事
情
を
見
る
と
、
12
は
荘
園

領
主
で
あ
る
高
野
山
が
大
検
注
を
行
う
に
先
立
っ
て
荘
民
に
牛
玉
の
裏
に

起
請
文
を
書
か
せ
、
飲
ま
せ
た）

11
（

ほ
か
、
22
は
琉
球
王
府
の
役
人
に
よ
る
守

秘
義
務
遵
守
の
誓
約
、
11
は
参
籠
起
請
、
18
は
湯
起
請
を
行
う
に
あ
た
っ

て
飲
ん
で
い
る
。23
と
27
は
盗
人
探
し
の
た
め
に
飲
ん
で
い
る
。つ
ま
り
、

12
と
琉
球
の
事
例
で
あ
る
22
を
除
き
す
べ
て
神
判
と
し
て
の
神
水
で
あ

り
、
神
判
を
す
る
場
合
、
牛
玉
や
十
字
架
の
木
片
な
ど
神
仏
を
表
す
聖
な

る
モ
ノ
を
体
内
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
一
味
同
心
の
た
め
の
神
水
＝
一
味
神
水
で
牛
玉
を
飲
ん
だ
と

明
記
さ
れ
て
い
る
事
例
は
一
例
も
な
く
、
牛
玉
を
焼
い
て
飲
ん
だ
と
確
実

に
わ
か
る
の
は
、
真
偽
を
決
す
る
た
め
の
神
判
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

　

今
度
は
一
味
神
水
の
事
例
を
見
て
い
こ
う
。
何
を
飲
ん
だ
の
か
明
記
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
文
言
を
探
し
て
み
る
。
さ

き
に
神
水
と
判
定
し
た
二
十
三
の
事
例
の
う
ち
、「
一
味
」「
同
心
」「
一
揆
」

の
文
言
が
あ
る
か
、
ま
た
は
文
意
か
ら
一
味
同
心
を
目
的
と
し
て
い
る
と

わ
か
る
事
例
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
一
味
神
水
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は

十
四
件
。
こ
の
う
ち
、
五
件
に
５
「
神
水
起
請
」
９
「
起
請
之
神
水
」
16

「
神
水
起
録
」
25
「
神
水
起
請
文
」
の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
味
神

水
の
作
法
で
は
起
請
文
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。
従
っ

て
起
請
文
を
焼
い
て
聖
な
る
水
と
と
も
に
飲
ん
だ
、と
も
解
釈
で
き
る
が
、

同
時
に
起
請
文
を
書
き
、
聖
な
る
水
だ
け
飲
ん
だ
、
と
も
解
釈
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
25
は
天
文
二
〇
年
（
一
五
五
一
）
興
福
寺
学
侶
が
安
居
衆
の

横
暴
へ
の
抗
議
の
た
め
学
侶
・
六
方
・
下
郎
の
三
者
で
一
味
同
心
し
、
神

事
法
会
の
停
止
も
辞
さ
な
い
こ
と
を
誓
約
し
た
連
署
起
請
文
で
あ
る
が
、
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西暦年 和暦 誓約者 主要な文言 神水と共に
飲んだもの 史料名 出典

１ 一味
神水 1210 承元４ 美濃国大井荘

荘民
「惣天庄民等一身同心仁天、書起請、
飲神水」 中原章行問注勘状 『岐阜県史　史料編古代中世三』1（5号

２ 一味
神水 1273 文永10 遠江国那賀荘

百姓 「一味神水罪科事」「飲神水突鐘事」 那賀庄傍例関東下知状案 『大日本古文書　高野山文書６』1164
号

３ 一味
神水 1275 建治１

代官按察房・
阿氐河荘百姓
等

「按察房相語百姓等、成一味、飲神水」 阿氐河庄地頭湯浅宗親陳状
案

『大日本古文書　高野山文書６』1465
号

４ 一味
神水 （1306）（嘉元４） 東大寺衆徒 「一味同心」「神水」 東大寺衆徒起請案 「水木文書」（久留島典子『一揆の世界

と法』10頁）

５ 一味
神水 1328 嘉暦３ 伊賀国黒田荘

悪党 「及神水起請云々」 東大寺衆徒等重申状土代 『大日本古文書　東大寺文書10』
106号

６ 神水 （132（）（元徳元） 東大寺衆徒 「右條々各上二月堂神水白堂之後」 東大寺衆徒等起請文案 東京大学史料編纂所架蔵影写本『東大
寺文書3（』

７ 一味
神水 1334 建武元 若狭国太良荘

百姓等 「一味神水」 若狭太良荘百姓等申状幷起
請文

「東寺百合文書」は116号
（『大日本古文書　東寺文書１』）

８ 134（ 貞和５ 東大寺衆徒 「於現病他行者、翻牛王之裏、可被
出誓文」 東大寺衆儀記録 『大日本古文書　東大寺文書17』881号

９ 一味
神水 1357 延文２ 若狭国太良荘

百姓等
「各呑起請之神水、所捧連署之状也」
「呑度々神水」

若狭国太良庄百姓等申状
（案）

「東寺百合文書」し24号
（東寺百合文書WEB画像データ）

10 一味
神水 1377 永和３

大隅・薩摩・
日向・肥後国
人61名

端裏書「一揆契約状神水案文」 肥後・薩摩・大隅・日向国
人一揆契状案

「祢寝文書」5422号（『南北朝遺文九州
編５』）

11 神判 13（4 応永元 東寺僧救運
「先翻牛玉之裏、書厳密起請文二通
〇〈於不動宝前加判形〉一通者籠不
動御前、一通者焼而可令飲之」

牛玉 「廿一口評定引付」７月12
日条

「東寺百合文書」ち１号
（『大日本古文書　東寺文書３』）

12 神水 13（4 応永元 紀伊国官省府
荘荘民

「但於正文者、護法裏書之、於神通
寺御宝前、以麗水呑之」 護法（牛玉） 官省符庄廿村百姓起請文案 『大日本古文書　高野山文書７』1632

号

13 1408 応永15
山城国上久世
荘
名主百姓等

「翻牛玉之裏、欲捧起請文者也」 上久世庄名主百姓等申状 「東寺百合文書」を（0号
（『大日本古文書　東寺文書６』）

14 一味
神水 140（ 応永16 東寺交衆 「於此事堅可申所存各神水支之云」 「東寺執行日記」正月条 内閣文庫162-0147

15 一味
神水 1417 （応永24） 丹波国大山荘

市井谷百姓等
この御はう（房）をミ申ましき志ん
すい（神水）つかまつり候間 丹波大山荘市井谷百姓申状 「東寺百合文書」に116号

（『大日本古文書　東寺文書２』）

16 一味
神水 1424 応永31 東大寺衆徒 「同三十一年三月於二月堂御宝前、

及神水記録」
東大寺衆徒等集会神水起請
文

「東大寺文書」
（『富山県史史料編Ⅱ中世』631号）

17 1430 永享２ 東寺増長院堯
清等

「不存知之由、翻牛玉可給起請文」「若
又為衆分之仁先例更不致牛玉起請文
之間、當于身、依有外聞惮故障之歟、
其例多之、外聞之憚不可有之、」

「廿一口方評定引付」８月
４日条

東寺百合文書く13号
（東寺百合文書WEB画像データ）

18 神判 1436 永享８ 山前古老百姓
願阿

願阿〈山前古老百姓也〉先書起請焼
灰呑之、次沸湯之中石を取上。 起請文 『看聞御記』５月1（日条 『続群書類従補遺二』

表
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西暦年 和暦 誓約者 主要な文言 神水と共に
飲んだもの 史料名 出典

１ 一味
神水 1210 承元４ 美濃国大井荘

荘民
「惣天庄民等一身同心仁天、書起請、
飲神水」 中原章行問注勘状 『岐阜県史　史料編古代中世三』1（5号

２ 一味
神水 1273 文永10 遠江国那賀荘

百姓 「一味神水罪科事」「飲神水突鐘事」 那賀庄傍例関東下知状案 『大日本古文書　高野山文書６』1164
号

３ 一味
神水 1275 建治１

代官按察房・
阿氐河荘百姓
等

「按察房相語百姓等、成一味、飲神水」 阿氐河庄地頭湯浅宗親陳状
案

『大日本古文書　高野山文書６』1465
号

４ 一味
神水 （1306）（嘉元４） 東大寺衆徒 「一味同心」「神水」 東大寺衆徒起請案 「水木文書」（久留島典子『一揆の世界

と法』10頁）

５ 一味
神水 1328 嘉暦３ 伊賀国黒田荘

悪党 「及神水起請云々」 東大寺衆徒等重申状土代 『大日本古文書　東大寺文書10』
106号

６ 神水 （132（）（元徳元） 東大寺衆徒 「右條々各上二月堂神水白堂之後」 東大寺衆徒等起請文案 東京大学史料編纂所架蔵影写本『東大
寺文書3（』

７ 一味
神水 1334 建武元 若狭国太良荘

百姓等 「一味神水」 若狭太良荘百姓等申状幷起
請文

「東寺百合文書」は116号
（『大日本古文書　東寺文書１』）

８ 134（ 貞和５ 東大寺衆徒 「於現病他行者、翻牛王之裏、可被
出誓文」 東大寺衆儀記録 『大日本古文書　東大寺文書17』881号

９ 一味
神水 1357 延文２ 若狭国太良荘

百姓等
「各呑起請之神水、所捧連署之状也」
「呑度々神水」

若狭国太良庄百姓等申状
（案）

「東寺百合文書」し24号
（東寺百合文書WEB画像データ）

10 一味
神水 1377 永和３

大隅・薩摩・
日向・肥後国
人61名

端裏書「一揆契約状神水案文」 肥後・薩摩・大隅・日向国
人一揆契状案

「祢寝文書」5422号（『南北朝遺文九州
編５』）

11 神判 13（4 応永元 東寺僧救運
「先翻牛玉之裏、書厳密起請文二通
〇〈於不動宝前加判形〉一通者籠不
動御前、一通者焼而可令飲之」

牛玉 「廿一口評定引付」７月12
日条

「東寺百合文書」ち１号
（『大日本古文書　東寺文書３』）

12 神水 13（4 応永元 紀伊国官省府
荘荘民

「但於正文者、護法裏書之、於神通
寺御宝前、以麗水呑之」 護法（牛玉） 官省符庄廿村百姓起請文案 『大日本古文書　高野山文書７』1632

号

13 1408 応永15
山城国上久世
荘
名主百姓等

「翻牛玉之裏、欲捧起請文者也」 上久世庄名主百姓等申状 「東寺百合文書」を（0号
（『大日本古文書　東寺文書６』）

14 一味
神水 140（ 応永16 東寺交衆 「於此事堅可申所存各神水支之云」 「東寺執行日記」正月条 内閣文庫162-0147

15 一味
神水 1417 （応永24） 丹波国大山荘

市井谷百姓等
この御はう（房）をミ申ましき志ん
すい（神水）つかまつり候間 丹波大山荘市井谷百姓申状 「東寺百合文書」に116号

（『大日本古文書　東寺文書２』）

16 一味
神水 1424 応永31 東大寺衆徒 「同三十一年三月於二月堂御宝前、

及神水記録」
東大寺衆徒等集会神水起請
文

「東大寺文書」
（『富山県史史料編Ⅱ中世』631号）

17 1430 永享２ 東寺増長院堯
清等

「不存知之由、翻牛玉可給起請文」「若
又為衆分之仁先例更不致牛玉起請文
之間、當于身、依有外聞惮故障之歟、
其例多之、外聞之憚不可有之、」

「廿一口方評定引付」８月
４日条

東寺百合文書く13号
（東寺百合文書WEB画像データ）

18 神判 1436 永享８ 山前古老百姓
願阿

願阿〈山前古老百姓也〉先書起請焼
灰呑之、次沸湯之中石を取上。 起請文 『看聞御記』５月1（日条 『続群書類従補遺二』

表
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西暦年 和暦 誓約者 主要な文言 神水と共に
飲んだもの 史料名 出典

1（ 1437 永享９ 播磨国矢野荘
上使浄円

「矢野庄上使浄円、任例牛玉裏ニ強
文仕、可罷下之由、加下知處」

「廿一口方評定引付」11月
１日条

「東寺百合文書」ち11号（『大日本古文
書　東寺文書４』）

20 神水 1460
〜1466 寛正年間 （包紙上書）「一、納状事／一一献事

／一、神水状事／宮田・福本・木屋」 臨時祈祷請定包紙 『教王護国寺文書　巻５』1676号

21 1468 応仁２ 堯全大僧都 「堯全大僧都起請之案文□遣之翻牛
玉裏可書之案文」 「掃除方評定引付」 「東寺百合文書」ナ4（号（東寺百合文

書WEB画像データ）

22 神水 1471 文明３
外国に派遣さ
れる琉球の使
者

「天地壇有り。凡そ祈祷には必ず之
を祭る。他国に奉使する者は壇に詣
りて香を焚き、香の灰を取りて之を
呑み、誓いて、我が国の事は当に彼
に説かざるべし云云」

香の灰 『海東諸国紀』申叙舟、
1471年

『海東諸国紀　朝鮮人の見た中世の日
本と琉球』（田中健夫訳注・1（（1年））

23 神判 14（2 延徳４ 伊勢神宮外宮
宮人

「同年（延徳４）五月廿八日の夜、
御饌殿へ盗人参。（略）同六月五日ゟ、
宮人に潔斎を御させ候て、十五をさ
かひ、年寄いくつをかぎらず、一鳥
居に而両宮御祓を熊野の牛王にせい
文を御させ候て御呑せ候」

熊野牛玉 「外宮子良館旧記」５月28
日条 『続群書類従第一輯下』

24 神水 1506 永正３ 東大寺衆徒 「且於惣寺集会席令披露之処、神水
記録而可及無想評定之旨、決束也」

東大寺衆徒連署起請文（前
欠）

東京大学史料編纂所架蔵写真帳
『東大寺文書（東京大学文学部所蔵）４』

25 一味
神水 1551 天文20 興福寺学侶 「敬白　天罰連暑（署）神水起請文事」

「仍神水起請文如件」 興福寺学侶連署神水起請文 「大東文書」127号
（『春日大社文書６』）

26 一味
神水 1551 天文20

山城国小山・
中村・大宮三
郷百姓

「三郷百姓等去年神水ヲ仕、為惣並
相調申候」

山城小山中村大宮三郷代官
連署証状

『大日本古文書　大徳寺文書２』
745号

27 神判 1576 天正４ 平戸島春日村
村人

（２俵のコメ盗人を探すため）「そこ
に立っていた十字架の根元から小さ
な木片を切りとって、それを燃やし、
灰を水に投げ入れ、その際、我らの
主〈なるデウス〉に、誰がかの盗み
を働いたか明かし給えと祈ることに
決めた。」「人々が皆、十字架の根元
の埃が混じったその水を飲んだとこ
ろ、米を盗んだ男は突然皆のいると
ころで身体が脹れ出し、恥ずかしさ
と狼狽のあまり眼から涙をぽろぽろ
流した。」

十字架の根
元の木片 フロイス『日本史』第32章

『フロイス　日本史10　西九州篇Ⅱ』
（松田毅一・川崎桃太訳、中央公論社、
1（7（年）

28 一味
神水

14C中
〜16C 室町期 本僧坊供衆

「（前略）企訴訟□上者不可得権門権
家之語之旨供衆等致一味同心及神水
者也」「於無神水同心仁者供料相調
（以下略）」

本僧坊供記録条々案（後欠） 国立歴史民俗博物館所蔵「水木家資料」
136号



起請文の罰─ 25（ ─

西暦年 和暦 誓約者 主要な文言 神水と共に
飲んだもの 史料名 出典
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そ
の
端
作
り
文
言
（
冒
頭
の
事
書
）
と
起
請
文
末
尾
の
書
き
留
め
文
言
に

「
神
水
起
請
文
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
起
請
文
は
牛
玉
を
料

紙
と
す
る
花
押
も
据
え
ら
れ
た
正
文
で
あ
り
、「
神
水
起
請
文
」
と
い
い

な
が
ら
も
焼
い
て
飲
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
二
通
作
成
さ
れ
、
一
通
は
焼
き
、
一
通
は
保
存
さ
れ
た
、
と
い

う
解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
起
請
文
を
書
い
て
も
焼
か
ず
に
聖
な
る
水
だ
け

飲
み
あ
う
神
水
の
作
法
で
あ
っ
た
、
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う）

11
（

　

神
水
は
本
来
聖
な
る
水
を
飲
み
あ
う
誓
約
儀
礼
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』

に
も
記
さ
れ
て
い
る
古
代
か
ら
存
在
す
る
作
法
で
あ
る
。
神
水
本
来
の
あ

り
よ
う
と
表
の
検
討
を
勘
案
す
る
と
、
①
中
世
の
一
味
神
水
で
は
団
結
を

誓
約
し
た
起
請
文
を
書
く
こ
と
と
、
聖
な
る
水
を
飲
む
作
法
が
重
要
で
あ

り
、
起
請
文
を
飲
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
要
件
で
は
な
か
っ
た
。
②
神
判
と

し
て
の
神
水
で
は
、
牛
玉
に
書
い
た
起
請
文
や
、
誓
言
し
た
聖
な
る
モ
ノ

を
飲
む
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
。
以
上
①
②
の
二
点
が
確
認
で
き
る
と

思
う
。
し
か
し
、
①
は
先
行
研
究
の
成
果
と
や
や
異
な
る
結
論
で
あ
る
。

勝
俣
鎮
夫
氏
は
『
一
揆）

11
（

』
で
「
一
味
神
水
の
場
で
の
起
請
文
の
灰
を
回
し

飲
む
作
法
は
神
仏
と
の
共
同
飲
食
を
意
味
し
、
こ
の
作
法
こ
そ
が
一
味
同

心
の
結
束
の
源
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
指
摘
を
支
持
す
る

研
究
者
は
多
い
。
近
年
で
は
清
水
・
呉
座
両
氏
か
ら
批
判
的
な
見
解
も
出

さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
勝
又
氏
の
指
摘
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、

次
節
で
も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三　

平
家
物
語
諸
本
・
異
本
に
描
か
れ
た
神
水
の
作
法

　

中
世
の
一
味
神
水
の
場
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
言
及
し
て

い
る
が
、そ
の
場
の
様
子
を
語
る
一
次
史
料
は
な
い
た
め
、ほ
と
ん
ど『
源

平
盛
衰
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
述
か

ら
も
中
世
の
神
水
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、『
源
平
盛
衰
記
』

は
『
平
家
物
語
』
異
本
な
の
で
、
合
わ
せ
て
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
記
述

も
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

先
行
研
究
の
中
で
必
ず
引
用
さ
れ
る
の
は
、
白
山
大
衆
が
本
寺
比
叡
山

に
神
輿
を
運
ぼ
う
と
す
る
『
源
平
盛
衰
記
』
の
「
白
山
神
輿
登
山
の
事
」

の
一
節
で
あ
る
。
以
下
原
文
を
引
用
す
る
。

　
「
各
白
山
権
現
の
御
前
に
し
て
、
一
味
の
起
請
を
書
き
、
灰
に
焼
き
て
、

神
水
に
浮
め
て
こ
れ
を
呑
む
。
身
の
毛
豎
ち
て
ぞ
覚
え
け
る）

11
（

。」

　

こ
の
部
分
を
平
家
物
語
諸
本
で
は
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
の
か
確

か
め
て
み
る
と
、以
下
の
二
本
に
記
述
が
あ
っ
た
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　
「
若
此
訴
訟
不
叶
ハ
、
我
等
永
ク
生
土
ニ
不
可
帰
、
尤
々
ト
テ
神
水
ヲ

呑
ミ
一
同
シ
テ
神
輿
ヲ
ヤ
カ
テ
振
上
奉
ル
間
（『
延
慶
本
平
家
物
語）

11
（

』）

　
「
我
等
、
此
そ
せ
う
か
な
は
す
は
、
な
か
く
し
や
う
と
へ
帰
ら
し
と
ち
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か
ひ
た
る
に
、
い
つ
し
か
、
つ
る
か
の
津
よ
り
、
帰
ら
ん
事
こ
そ
く
ち
お

し
け
れ
。
い
か
ゝ
す
へ
き
。
わ
れ
ら
生
土
へ
か
へ
る
へ
か
ら
す
」
と
、
一

と
う
に
、
神
水
、
仏
水
を
の
み
つ
。」（『
長
門
本
平
家
物
語）

11
（

』）

　

白
山
大
衆
の
一
味
神
水
の
記
事
は
語
り
本
系
の
『
平
家
物
語）

11
（

』
に
は
見

当
た
ら
ず
、
書
か
れ
て
い
る
の
は
右
に
示
し
た
『
源
平
盛
衰
記
』『
延
慶

本
平
家
物
語
』（
以
下
『
延
慶
本
』）『
長
門
本
平
家
物
語
』（
以
下
『
長
門

本
』）
の
三
本
だ
け
で
あ
る
。
右
に
示
し
た
通
り
、『
源
平
盛
衰
記
』
は
起

請
文
を
焼
い
て
灰
に
し
て
神
水
に
浮
か
べ
て
飲
ん
だ
と
記
し
、
先
行
研
究

で
は
こ
の
部
分
を
一
味
神
水
の
作
法
を
示
す
基
本
的
史
料
と
し
て
扱
っ
て

い
る
。
一
方
、『
延
慶
本
』
は
「
神
水
」、『
長
門
本
』
は
「
神
水
、
仏
水
」

を
飲
ん
だ
、
と
簡
潔
に
記
す
だ
け
で
起
請
文
の
記
載
は
な
い
。

　

白
山
大
衆
の
一
味
神
水
を
め
ぐ
る
『
源
平
盛
衰
記
』
と
「
延
慶
本
」『
長

門
本
』
の
記
述
の
違
い
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
と
て
も
難
し
い
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
六
種
の
平
家
物
語
諸
本
・
異
本
の
な
か
で
白
山
大
衆
の
記

述
が
三
本
に
し
か
な
い
こ
と
、
起
請
文
を
焼
い
て
飲
ん
だ
記
述
は
『
源
平

盛
衰
記
』
に
の
み
み
ら
れ
る
こ
と
、
平
家
物
語
の
古
態
を
示
す
と
い
わ
れ

る
『
延
慶
本
』
が
、
土
佐
房
昌
俊
の
神
水
で
は
作
法
を
詳
述
し
て
い
る
の

に
（
後
述
）、
白
山
大
衆
の
場
面
で
は
「
神
水
ヲ
呑
ミ
」
と
し
か
記
し
て

い
な
い
こ
と
、
の
三
点
か
ら
、
白
山
大
衆
が
起
請
文
を
必
ず
し
も
焼
い
て

飲
ん
だ
と
は
言
え
ず
、
確
実
に
言
え
る
の
は
、
白
山
大
衆
が
聖
な
る
水
を

飲
ん
で
団
結
の
誓
い
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
情
を
勘

案
す
れ
ば
当
然
何
ら
か
の
誓
言
か
起
請
文
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
一
味
神
水
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
誓
言
（
起
請
文
）
を
し
た
上
で

聖
な
る
水
を
飲
む
作
法
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
検
討
か
ら
も
言
え
る
と
思

う
。

　

次
に
、
比
較
の
た
め
に
起
請
文
を
飲
む
様
子
が
登
場
す
る
、
別
の
場
面

を
見
て
み
よ
う
。
頼
朝
か
ら
義
経
殺
害
の
命
を
受
け
た
土
佐
房
昌
俊
が
、

義
経
の
面
前
で
敵
対
の
意
志
が
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
偽
り
の
起
請
文
を

書
く
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
関
し
て
は
六
種
の
諸
本
す
べ
て
が
昌
俊

は
起
請
文
を
書
い
た
と
記
し
、『
屋
代
本
』以
外
は
す
べ
て
焼
い
て
飲
ん
だ
、

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
屋
代
本
』・『
源
平
盛
衰
記
』・『
延
慶
本
』・『
長

門
本
』
は
熊
野
牛
玉
に
起
請
文
を
書
い
た
と
明
記
し
て
お
り
、
白
山
大
衆

の
記
事
に
比
べ
て
ど
れ
も
詳
細
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

昌
俊
は
義
経
に
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
起

請
文
を
書
い
て
飲
ん
で
見
せ
て
お
り
、行
っ
た
の
は
一
味
神
水
で
は
な
く
、

神
判
と
し
て
の
神
水
で
あ
る
。白
山
大
衆
の
一
味
神
水
の
場
面
で
は「
尤
々

ト
テ
神
水
ヲ
呑
ミ
」
と
し
か
記
さ
な
か
っ
た
『
延
慶
本
』
が
昌
俊
の
神
水

に
つ
い
て
は
「「
…
熊
野
牛
玉
尋
ヨ
セ
テ
起
請
文
七
枚
書
テ
一
枚
ヲ
ハ
当

座
ニ
焼
テ
呑
テ
今
六
枚
ヲ
ハ
社
々
ニ
之
ヲ
ヲ
ス
土
佐
房
起
請
ハ
書
テ
呑
タ

レ
ト
モ
…
」
と
詳
細
に
記
述
し
、
起
請
文
は
牛
玉
に
書
か
れ
、
焼
い
て
飲
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ん
だ
、
と
記
し
て
い
る
。
長
門
本
も
同
様
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
諸
本
・

異
本
の
成
立
当
時
、
作
者
お
よ
び
読
者
（
聴
衆
）
た
ち
は
一
味
同
心
の
た

め
の
一
味
神
水
と
神
判
と
し
て
の
神
水
の
違
い
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
平
家
物
語
諸
本
・
異
本
で
は
白
山
大
衆
の
一
味
神
水

と
昌
俊
の
神
水
を
明
確
に
書
き
分
け
、
神
判
の
神
水
で
あ
る
昌
俊
の
場
面

で
は
神
判
と
し
て
の
神
水
の
要
件
、
す
な
わ
ち
起
請
文
が
牛
玉
に
書
か
れ

る
こ
と
と
、
そ
れ
を
焼
い
て
飲
む
こ
と
、
こ
の
二
点
を
こ
と
さ
ら
強
調
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、『
源
平
盛
衰
記
』『
平
家
物
語
』
諸
本
を
検
討
し
た
が
、
中
世
で

は
一
味
神
水
と
神
判
と
し
て
の
神
水
が
そ
の
作
法
の
違
い
も
含
め
て
広
く

認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
ほ
か
、
表
で
の
検
討
結
果
①
一
味

神
水
の
作
法
で
は
起
請
文
（
誓
言
）
を
な
す
こ
と
と
、
聖
な
る
水
を
飲
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
起
請
文
を
飲
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
要
件

で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
②
神
判
の
神
水
で
は
牛
玉
に
書
い
た
起
請
文
を
飲

む
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
、
の
二
点
が
本
節
の
検
討
で
も
確
認
で
き
た

と
思
う
。

　

そ
れ
で
は
、
中
世
で
は
神
判
と
し
て
牛
玉
を
飲
む
、
と
い
う
こ
と
を
前

提
に
、
中
世
神
判
に
お
け
る
牛
玉
の
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。

四　

牛
玉
を
飲
む
こ
と
─
中
世
の
場
合
─

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
聖
な
る
水
を
飲
ん
で
誓
約
す
る
作
法
は
古
代
か
ら

行
わ
れ
て
き
た
が
、
聖
な
る
水
と
と
も
に
牛
玉
を
飲
み
、
神
判
に
利
用
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
牛
玉
が
起
請
文

に
使
用
さ
れ
た
初
見
は
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
東
大
寺
世
親
講
衆
連
署

起
請
文
で
あ
り
、
前
節
で
検
討
し
た
平
家
物
語
は
十
三
世
紀
前
半
ご
ろ
の

成
立
と
い
わ
れ
る
の
で
、
牛
玉
が
起
請
文
に
使
わ
れ
始
め
る
十
三
世
紀
後

半
に
は
牛
玉
を
飲
む
こ
と
も
始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

表
で
最
も
早
い
神
判
と
し
て
の
神
水
は
11
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
東

寺
寺
僧
救
運
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
救
運
に
「
不
清
浄
」
で
あ
る
と
の

評
判
が
立
ち
、
救
運
自
身
の
申
し
出
に
よ
り
そ
の
真
偽
を
決
す
る
た
め
神

判
（
参
籠
起
請
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
参
籠

起
請
の
次
第
は
評
定
で
決
め
ら
れ
、
そ
の
決
定
に
従
っ
て
救
運
は
牛
玉
を

料
紙
と
し
て
起
請
文
を
二
通
書
き
、
一
通
は
不
動
堂
に
籠
め
置
き
、
も
う

一
通
は
参
籠
二
日
目
に
焼
い
て
灰
に
し
て
飲
ん
で
い
る
。
参
籠
起
請
は
、

誓
約
内
容
が
真
実
か
ど
う
か
見
極
め
る
神
判
の
一
種
で
、
起
請
文
を
書
い

た
あ
と
寺
社
な
ど
神
聖
な
場
所
に
一
定
期
間
籠
ら
せ
、
身
体
や
宣
誓
者
の

周
辺
で
異
変
が
な
い
か
ど
う
か
確
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
異
変
が
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あ
っ
た
場
合
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
参
籠
中
起
請
文
を
飲

ん
だ
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
史
料
は
こ
れ
だ
け
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

異
例
の
次
第
だ
っ
た
と
い
え
る）

1（
（

。

　

起
請
文
を
書
い
た
牛
玉
を
飲
む
こ
と
で
誓
約
の
真
偽
を
確
か
め
る
神
判

と
し
て
の
神
水
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
紙
面
に
神
仏
を
表
す

梵
字
や
そ
の
呪
力
を
表
し
た
宝
珠
の
印
（
宝
印
）
を
捺
し
た
牛
玉
が
聖
な

る
紙
で
あ
り
、
そ
こ
に
書
い
た
神
文
は
白
紙
に
書
か
れ
た
神
文
よ
り
も
誓

約
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
不
思
議
な
力
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
だ
ろ
う
。
黒
川
直
則
氏
の
論
考）

11
（

に
よ
れ
ば
、
東
寺
寺
僧
の
、
牛
玉

を
料
紙
と
し
た
起
請
文
は
少
な
く
、
極
め
て
重
大
な
誓
約
に
の
み
牛
玉
を

使
用
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
勘

案
す
る
と
、
11
の
事
例
で
救
運
が
牛
玉
に
起
請
文
を
書
か
さ
れ
、
飲
ま
さ

れ
た
の
は
、
救
運
の
疑
義
が
重
大
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
と
か
く
あ
い
ま
い
な
決
着
で
終
わ
り
が
ち
な
参
籠
起
請
に

さ
ら
な
る
神
判
の
要
素
を
追
加
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
参
籠
起

請
に
先
立
っ
て
白
紙
に
書
い
た
起
請
文
に
は
、
誓
約
に
偽
り
が
あ
っ
た
と

し
て
も
そ
れ
を
示
す
力
は
な
く
、
体
内
に
収
め
た
起
請
文
と
牛
玉
は
、
偽

り
が
あ
っ
た
場
合
直
ち
に
異
変
を
及
ぼ
し
、
誓
約
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を

指
し
示
す
力
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

思
想
を
11
の
事
例
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
従
っ
て
牛
玉
に
は
誓
約
の
真
偽
を
見
破
り
、
そ
れ
を
指
し
示
す
力
が

あ
る
と
い
う
思
想
は
、
十
三
世
紀
後
半
ご
ろ
、
少
な
く
と
も
11
が
確
認
で

き
る
十
四
世
紀
後
半
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
段
階
で
は
牛
玉
単
独
で
誓

約
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
牛
玉
に
書
か
れ
た
起
請
文
が
偽
り
を
指
し
示
す
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
二
節
で
す
で
に
確
認
し
た
が
、
牛
玉
や
香
の
灰
、
十
字

架
の
一
部
は
例
外
な
く
起
請
文
や
誓
言
と
と
も
に
飲
ま
れ
て
お
り
、
中
世

に
お
い
て
は
牛
玉
が
神
文
の
力
を
補
う
補
助
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
神
水
に
お
け
る
牛
玉
は
、
や
が
て
誓
約
の
真
偽
を
指
し
示
す

力
を
強
め
、
罰
を
下
す
主
体
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
道
筋
を
探
る
た

め
、
最
後
に
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
近
世
の
牛
玉
を
飲
む
作
法
を
見
て
い

こ
う
。

五　

牛
玉
を
飲
む
こ
と
─
近
世
の
場
合
─

　

改
め
て
冒
頭
で
紹
介
し
た
史
料
を
再
掲
す
る
。

Ａ
「（
寛
永
五
年
九
月
）
廿
八
日
、
晴
、
早
朝
九
條
殿
ヨ
リ
遷
宮
御
禮
御

使
也
、
次
召
使
小
者
衆
一
ニ
起
請
・
熊
野
牛
玉
焼
呑
召
放
了
、
請
中
故
之
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分
別
也
」（『
舜
旧
記　

第
七
』）

　

Ａ
は
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
神
道
家
・
僧
侶
と

し
て
活
動
し
た
神
竜
院
梵
舜
の
日
記
で
あ
る
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）

九
月
、
梵
舜
は
刀
を
盗
ま
れ
る
が
、
ほ
ど
な
く
召
使
の
小
者
が
犯
人
と
し

て
召
し
取
ら
れ
た
。
梵
舜
は
小
者
に
起
請
文
を
書
か
せ
、
熊
野
牛
玉
を
飲

ま
せ
て
召
し
放
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
す
で
に
小
者
が
犯
人
と

判
明
し
た
あ
と
に
起
請
文
を
書
か
せ
、
熊
野
牛
玉
と
と
も
に
飲
ま
せ
た
点

で
あ
る
。お
そ
ら
く
誓
約
は
二
度
と
盗
み
を
働
か
な
い
と
の
誓
い
で
あ
り
、

違
約
し
た
場
合
体
内
に
入
れ
た
起
請
文
と
牛
玉
が
異
変
を
起
こ
す
、
と
い

う
違
約
の
予
防
と
懲
罰
的
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
「
中
頃
ヨ
リ
、
御
即
位
以
後
、
於
護
国
寺
令
飲
神
水
〈
霊
社
ノ
神
文
、

焼
之
和
水
〉、于
諸
臣
也
。且
諸
間
切
諸
島
ハ
遣
検
者
、令
飲
神
水
也
」（『
琉

球
国
由
来
記
』）

　

Ｂ
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
編
集
さ
れ
た
琉
球
王
府
の
書
物
で
、

王
府
の
国
家
儀
礼
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
「
中
頃
」
を
麻
生
伸

一
氏
は
十
七
世
紀
初
頭
と
比
定
し
て
い
る）

11
（

。
引
用
部
分
は
琉
球
王
の
代
始

め
に
行
わ
れ
る
忠
誠
を
誓
う
誓
約
儀
礼
の
説
明
で
あ
る
が
、
霊
社
を
勧
請

し
た
神
文
の
起
請
文
を
焼
き
、
灰
を
飲
ん
で
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る）

11
（

。
江
戸
幕
府
で
も
新
将
軍
へ
の
代
替
り
誓
詞
が
大
名
や
幕
臣
か

ら
提
出
さ
れ
た
が
、
神
水
を
飲
む
儀
礼
は
行
わ
な
い
。
中
世
琉
球
の
国
情

を
記
し
た
申
叔
舟
『
海
東
諸
国
紀）

11
（

』
に
は
、
琉
球
か
ら
外
国
へ
派
遣
さ
れ

る
使
者
は
、
出
発
前
に
天
壇
に
お
い
て
誓
言
し
た
の
ち
香
の
灰
を
飲
ん
で

王
府
の
機
密
を
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
（
表

の
22
の
事
例
）、
琉
球
で
は
近
世
に
入
っ
て
も
ひ
き
つ
づ
き
神
水
が
誓
約

の
重
要
な
作
法
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｃ
「「（
承
応
三
年
〈
一
六
五
四
〉
小
城
藩
主
鍋
島
元
茂
が
）
…
丹
州
（
佐

賀
鍋
島
家
二
代
光
茂
）
に
一
味
同
心
可
仕
と
、
我
眼
の
前
に
て
誓
詞
を
致

し
、
牛
王
を
焼
、
呑
み
て
見
せ
候
へ
」
と
御
申
候
、
加
州
（
元
茂
嫡
男
。

直
能
）
被
仰
候
は
、「
其
段
は
御
心
安
く
可
被
思
召
候
。
日
来
其
覚
悟
に

御
座
候
」
と
則
血
判
誓
詞
被
成
、
牛
王
を
焼
、
呑
候
て
被
懸
御
目
候
へ
ば
」

（『
葉
隠
聞
書　

五
』）

　

Ｃ
『
葉
隠
聞
書
』
は
佐
賀
鍋
島
家
二
代
藩
主
鍋
島
光
茂
の
側
近
で
あ
っ

た
山
本
常
朝
の
言
葉
を
田
代
陣
基
が
筆
録
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

写
本
の
本
文
と
奥
書
に
よ
れ
ば
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
ま
で
筆
録
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
奥
書
の
記
述
は

そ
の
ま
ま
信
じ
が
た
く
、
ま
た
、
内
容
も
常
朝
の
談
話
の
ほ
か
に
諸
氏
の

話
や
聞
き
書
き
も
併
せ
て
収
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て

引
用
部
分
も
事
実
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
録
当
時
行
わ
れ

て
い
た
作
法
で
あ
る
と
は
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
引
用
部
分
は
小
城
鍋
島

家
初
代
元
茂
が
死
ぬ
間
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
元
茂
は
佐
賀
鍋
島
家
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初
代
勝
茂
の
長
庶
子
で
あ
る
が
、
庶
子
で
あ
る
た
め
本
家
は
継
が
ず
、
小

城
鍋
島
家
初
代
と
な
っ
た
。
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）、
死
に
臨
ん
で
本

家
当
主
光
茂
へ
の
一
味
同
心
を
息
子
直
能
に
誓
わ
せ
る
た
め
、
自
分
の
眼

前
で
誓
詞
（
起
請
文
）
を
書
き
、
牛
玉
を
飲
ん
で
見
せ
よ
と
命
じ
た
。
直

能
は
血
判
を
据
え
た
誓
詞
（
起
請
文
）
を
書
き
、
牛
玉
を
焼
い
て
飲
ん
で

見
せ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
あ
た
か
も
牛
玉
だ
け
飲
ん
だ
と
感

じ
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
牛
玉
に
書
い
た
起
請
文
を
焼
い
て
飲
ん
だ
と
も

牛
玉
だ
け
飲
ん
だ
と
も
、
両
方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
元

茂
が
死
に
臨
ん
で
直
能
に
起
請
文
を
書
か
せ
た
の
は
、
本
家
当
主
光
茂
の

伯
父
の
家
筋
と
い
う
微
妙
な
立
場
の
小
城
鍋
島
家
の
行
く
末
を
お
も
ん
ば

か
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
元
茂
の
眼
前
で
血
判
を
据
え
た
直
能
の

起
請
文
は
、
本
家
へ
の
忠
誠
を
誓
う
証
拠
と
し
て
保
管
す
る
た
め
書
か
せ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
直
能
は
牛

玉
だ
け
飲
ん
だ
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
牛
玉

だ
け
飲
ん
だ
と
す
れ
ば
、
直
能
の
血
判
起
請
文
が
偽
り
で
は
な
い
か
ど
う

か
を
試
す
又
は
確
認
す
る
た
め
に
牛
玉
が
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
牛
玉

が
単
独
で
真
偽
を
指
し
示
す
力
を
持
ち
始
め
る
様
子
が
わ
か
る
事
例
と
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｄ
「
西
夷
数
五
拾
八
人
制
詞
（
誓
詞
）、
外
に
所
々
に
て
牛
王
呑
、
東
夷

に
て
も
数
百
人
給
候
」（「
蝦
夷
蜂
起
」）

　

Ｄ
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
東
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
部
族
酋
長
シ
ャ
ク

シ
ャ
イ
ン
の
蜂
起
に
際
し
、
幕
命
を
受
け
た
松
前
藩
が
寛
文
十
一
年

（
一
六
七
一
）
に
鎮
圧
し
た
蝦
夷
蜂
起
に
関
す
る
記
録
の
一
部
で
あ
る
。

引
用
部
分
に
よ
れ
ば
、
鎮
圧
後
の
寛
文
十
一
年
四
月
、
松
前
藩
は
西
蝦
夷

地
ア
イ
ヌ
部
族
五
十
八
人
に
忠
誠
を
誓
う
制
詞
（
誓
詞
。
起
請
文
）
を
申

し
付
け
、
そ
の
ほ
か
の
地
お
よ
び
東
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
部
族
数
百
人
に
も
牛

玉
を
飲
ま
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
起
請
文
は
七
ヶ
条
か
ら
な
る
松
前
藩
へ

の
絶
対
的
服
従
を
強
制
す
る
内
容
で
あ
り
、
日
本
語
で
書
か
れ
、
松
前
藩

が
用
意
し
た
。
お
そ
ら
く
誓
約
内
容
は
大
半
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
は
理
解

で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
牛
玉
を
飲
ま
せ
る
こ
と
が
実
質
的
な

誓
約
作
法
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
江
戸
時
代
の
大
名
家

家
中
で
公
的
な
起
請
文
を
提
出
す
る
折
に
牛
玉
を
飲
む
と
い
う
作
法
が
伴

う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
誓
約
を
守
ら
せ
る
た
め
、

松
前
藩
は
牛
玉
を
飲
ま
せ
る
作
法
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
。
使
用
さ
れ
た

牛
玉
が
ど
こ
の
寺
社
の
も
の
か
不
明
だ
が
、
特
異
な
デ
ザ
イ
ン
が
多
い
牛

玉
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
呪
術
的
な
力
を
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
を
飲
む
こ
と
に

罰
の
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
松
前

藩
の
目
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｄ
の
事
例
は
牛
玉
が
人
々
に
呪
術
性
を

感
じ
さ
せ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
同
時
に
、
二
節
で
検
討
し
た
表
の
12
の
事
例
に
近
似
性
が
あ
り
、
牛
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玉
の
呪
術
性
を
支
配
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
中
世
以
来
の
思
想
が
引
き
継

が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

Ｅ
「（
放
火
犯
を
特
定
す
る
た
め
使
用
人
や
店
子
に
）「
牛
王
迄
一
々
呑
せ

穿
議
す
れ
ど
も
い
か
な
し
れ
ず
」（
大
田
南
畝
『
半
日
閑
話
』
巻
一
）

　

Ｅ
は
享
保
六
年（
一
七
二
一
）頃
の
話
と
し
て
か
き
と
め
ら
れ
た
も
の
。

材
木
商
西
川
清
左
衛
門
方
で
放
火
が
度
々
あ
り
、
困
っ
た
清
左
衛
門
が
犯

人
捜
し
の
た
め
店
の
使
用
人
な
ど
に
牛
玉
を
飲
ま
せ
た
。
表
の
23
、
27
、

南
方
熊
楠
の
思
い
出
話
と
同
じ
作
法
で
あ
る
。

Ｆ
「
長
橋
東
原
書
画
の
会
に
断
申
遣
す
と
て
「
今
日
の
無
拠
断
に
君
が
牛

王
を
の
ま
ん
と
ぞ
思
ふ
」
東
原
は
神
田
紺
屋
町
二
丁
目
、
牛
王
を
出
す
家

な
り
。」（
大
田
南
畝
『
放
歌
集
』）

　

Ｆ
は
大
田
南
畝
が
書
家
長
橋
東
原
主
催
の
書
画
会
を
欠
席
す
る
に
際
し

て
東
原
に
送
っ
た
断
り
状
代
わ
り
の
狂
歌
と
思
わ
れ
る
。
長
橋
原
東
原
は

山
伏
で
も
あ
り
、
紀
州
熊
野
三
山
の
熊
野
本
願
目
代
所
代
役
と
し
て
江
戸

で
誓
詞
用
熊
野
牛
玉
を
販
売
し
て
い
た）

11
（

。
南
畝
は
書
画
会
欠
席
の
言
い
訳

が
偽
り
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
、
東
原
が
牛
玉
を
販
売
し
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
「
牛
玉
を
の
ま
ん
と
ぞ
思
ふ
」
と
お
ど
け
て
み
せ
て
い
る
。

本
当
に
南
畝
が
牛
玉
を
飲
ん
で
見
せ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
江
戸
の
町
の

日
常
生
活
の
中
で
牛
玉
を
飲
む
神
判
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
な
お
、
Ｆ
『
放
歌
集
』
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
か
ら
翌
年
に

か
け
て
の
狂
歌
日
記
で
あ
る
。

　

Ｇ
「
諸
氏
の
留
学
を
命
ぜ
ら
る
ゝ
や
、
幕
府
は
命
令
す
る
處
あ
り
、
諸

氏
皆
熊
野
牛
王
を
呑
み
誓
詞
血
判
を
為
し
、
之
を
領
す
」（「
昔
日
譚
」）

　

Ｇ
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
幕
府
派
遣
蘭
国
留
学
生
榎
本
武
揚
ら
が

出
発
前
幕
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
誓
約
の
様
子
。
熊
野
牛
玉
を
飲
ん
だ
後
誓

詞
（
起
請
文
）
に
署
名
し
花
押
・
血
判
を
据
え
て
い
る
。
通
常
の
幕
府
に

提
出
す
る
起
請
文
の
書
式
・
作
法
は
厳
格
に
決
め
ら
れ
て
い
て
、
牛
玉
を

飲
む
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
世
以

来
の
神
水
の
作
法
で
は
、
起
請
文
を
書
い
た
後
牛
玉
を
飲
ん
だ
が
、
こ
の

事
例
で
は
牛
玉
を
飲
ん
で
か
ら
署
名
し
、
花
押
・
血
判
を
据
え
て
い
る
。

幕
府
は
Ｃ
や
Ｄ
の
事
例
の
よ
う
に
、誓
約
に
偽
り
が
な
い
こ
と
の
確
認
や
、

違
約
時
に
即
座
に
罰
が
当
た
る
よ
う
に
抑
止
力
と
す
る
べ
く
、
留
学
生
た

ち
に
牛
玉
を
飲
ま
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
幕
府
・
留
学
生
と
も

に
こ
の
作
法
に
効
力
が
あ
る
と
本
気
で
思
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

Ａ
〜
Ｇ
の
概
要
と
注
目
す
べ
き
点
を
書
き
出
し
て
み
た
が
、
誓
約
が
偽

り
だ
っ
た
あ
る
い
は
違
約
し
た
場
合
の
牛
玉
の
役
割
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　

Ａ　
　

体
内
の
起
請
文
と
牛
玉
が
罰
を
下
す
。（
一
六
二
八
年
）

　

Ｂ　
　

体
内
の
起
請
文
が
罰
を
下
す
。（
一
六
〇
〇
年
代
初
頭
）

　

Ｄ
・
Ｇ　
　

体
内
の
牛
玉
が
罰
を
下
す
。（
一
六
七
一
・
一
八
六
二
年
）
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Ｃ
・
Ｅ
・
Ｆ　
　

 

神
判
。体
内
の
牛
玉
が
違
約
を
知
ら
せ
、罰
を
下
す
。

（
一
六
五
四
・
一
七
二
一
・
一
八
一
一
〜
一
二
年
）

　

近
世
初
頭
の
事
例
で
あ
る
Ａ
・
Ｂ
は
牛
玉
と
起
請
文
も
し
く
は
起
請
文

だ
け
飲
ん
だ
事
例
で
あ
り
、
罰
の
力
を
神
文
と
牛
玉
両
方
に
認
め
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
Ｄ
日
本
語
を
解
さ
な
い
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
誓

約
で
は
、
松
前
藩
で
は
神
文
で
は
な
く
牛
玉
を
飲
ま
せ
る
こ
と
が
違
約
の

抑
止
力
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
。
Ｇ
で
は
幕
府
派
遣
蘭
国
留
学
生

に
牛
玉
を
飲
ま
せ
た
う
え
で
日
本
の
風
俗
を
改
め
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
血

判
起
請
文
を
書
か
せ
て
お
り
、
し
か
も
「
之
を
領
す
」
と
あ
る
か
ら
、
オ

ラ
ン
ダ
に
起
請
文
を
携
帯
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
通
常
の
幕
府
起
請
文

作
法
で
は
牛
玉
や
起
請
文
を
焼
い
て
飲
む
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、

提
出
し
た
起
請
文
の
写
し
は
提
出
者
各
自
で
作
成
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
も

一
定
の
身
分
以
上
の
も
の
（
代
官
レ
ベ
ル
）
に
限
ら
れ
、
下
級
役
人
の
場

合
写
し
は
作
成
し
な
い
。
留
学
生
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
代
官
レ
ベ
ル
以
下

の
身
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
ま
で
所
持
さ
せ
る
た
め
に
起

請
文
正
文
を
渡
し
た
か
、
も
し
く
は
写
し
を
作
成
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
Ｇ
の
事
例
は
従
来
の
幕
府
起
請
文
作
法
に
較
べ
異
例

の
作
法
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
作
法
次
第
を
新
規
に
考
え
出
し
た

当
時
の
幕
府
が
、
い
か
に
留
学
生
た
ち
が
外
国
の
風
俗
に
染
ま
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
警
戒
し
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
考
え
出
し
た
作
法
次
第

が
牛
玉
を
飲
む
、
と
い
う
作
法
で
あ
り
、
幕
末
に
い
た
り
、
神
文
は
違
約

の
抑
止
力
に
は
全
く
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、

神
文
よ
り
は
牛
玉
の
呪
力
に
期
待
す
る
心
象
が
み
て
と
れ
る
。

　

Ｃ
・
Ｅ
・
Ｆ
は
神
判
と
し
て
牛
玉
を
飲
む
作
法
が
一
七
世
紀
前
半
か
ら

一
九
世
紀
前
半
ま
で
社
会
の
中
で
身
分
階
層
を
問
わ
ず
幅
広
く
定
着
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

右
の
七
例
は
も
と
も
と
私
が
偶
然
目
に
し
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
起
請

文
の
罰
の
効
力
が
、
神
文
か
ら
牛
玉
に
移
っ
て
い
く
緩
や
か
な
傾
向
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
か
ら
近
世
へ
の
罰
を
め
ぐ
る
意
識
の
移
り

変
わ
り
を
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
映
し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

ま
と
め

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
偶
然
牛
玉
を
飲
む
史
料
に
行
き
当

た
り
、「
近
世
社
会
で
は
誓
約
時
、
牛
玉
を
飲
む
こ
と
が
案
外
多
い
」
と

意
外
に
思
っ
た
こ
と
が
本
稿
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
を
考
え
る
た
め
に
中
世
の
神
水
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
い
、
①
一
味
同

心
を
誓
う
一
味
神
水
の
作
法
で
は
起
請
文
（
誓
言
）
を
な
す
こ
と
と
、
聖

な
る
水
を
飲
む
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
起
請
文
を
飲
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
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そ
れ
は
要
件
で
は
な
か
っ
た
、
②
神
判
の
神
水
で
は
牛
玉
に
書
い
た
起
請

文
を
飲
む
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
、
の
二
つ
の
結
論
を
得
た
。
さ
ら
に
③
従

来
「
呪
力
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
牛
玉
の
力

を
、
誓
約
の
真
偽
を
指
し
示
す
力
と
具
体
的
に
と
ら
え
、
中
世
に
は
神
文

と
と
も
に
罰
の
効
力
を
支
え
、
近
世
に
入
る
と
牛
玉
自
身
が
罰
を
与
え
る

存
在
と
し
て
起
請
文
の
効
力
を
支
え
た
、
と
結
論
づ
け
た
。

　

私
は
以
前
拙
著『
近
世
起
請
文
の
研
究
』の
中
で
近
世
起
請
文
の
う
ち
、

幕
府
・
大
名
家
家
中
の
起
請
文
を
検
討
し
、
定
形
化
し
た
書
式
や
提
出
儀

礼
が
政
治
的
に
意
味
を
持
ち
、
利
用
さ
れ
た
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
幕

府
・
大
名
家
家
中
の
制
度
と
し
て
の
起
請
文
の
一
面
を
説
明
し
た
に
過
ぎ

な
い
。
本
稿
で
提
示
し
た
近
世
の
、
牛
玉
を
飲
む
事
例
は
、
護
符
で
あ
る

牛
玉
に
呪
力
を
感
じ
る
感
性
が
、
そ
の
強
弱
に
個
人
差
は
あ
ろ
う
が
、
中

世
以
来
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
宗
教
的
儀
礼
に

よ
っ
て
調
製
さ
れ
た
護
符
に
神
仏
の
力
を
感
じ
る
心
性
は
、
科
学
や
合
理

性
を
追
求
す
る
思
想
が
発
達
し
て
も
ひ
と
の
こ
こ
ろ
に
矛
盾
な
く
同
居
す

る
場
合
が
多
く
、
起
請
文
の
存
続
を
支
え
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

註（
１
） 

二
〇
〇
七
年
滋
賀
県
塩
津
港
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
七
月

二
十
九
日
草
部
行
元
起
請
文
木
札
。
長
さ
142
㎝
、
幅
12
・
（
㎝
、
厚
さ
１
・
４
㎝

の
板
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
２
） 

起
請
文
に
関
す
る
先
行
研
究
は
非
常
に
多
く
、
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
む
ず
か

し
い
の
で
、こ
こ
で
は
本
稿
作
成
過
程
で
参
考
に
し
た
先
行
研
究
の
み
を
上
げ
る
。

中
田
薫
「
古
代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神
判
」（
初
出
一
九
〇
四
年
）、
同
「
古

代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神
判
補
考
」（
初
出
一
九
〇
七
年
）、
同
「
起
請
文

雑
考
」（
初
出
一
九
三
二
年
）（
三
論
文
と
も
『
法
制
史
論
集　

第
三
巻
下
』（
岩

波
書
店
、
一
九
四
三
年
）
所
収
）、
牧
健
二
「
起
請
文
の
起
源
と
其
本
質
」（『
史

学
研
究
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
〇
年
）、
相
田
二
郎
「
起
請
文
の
料
紙
牛
王

宝
印
に
つ
い
て
」（『
相
田
二
郎
著
作
集　

一
』
名
著
出
版
、
一
九
七
六
年
、
初
出

一
九
四
〇
年
）、
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
初
版

一
九
七
一
年
）、・
黒
川
直
則
「
東
寺
の
起
請
文
と
牛
玉
宝
印
」（『
資
料
館
紀
要
』　

第
八
号
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
、
一
九
八
〇
年
）、
千
々
和
到
「
中
世
民
衆
の

意
識
と
思
想
」（『
一
揆　

４
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）、
同
「「
誓
約

の
場
」
の
再
発
見
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
二
号
、
一
九
八
三
年
）、
同
「
牛
玉
宝

印
と
起
請
文
」（『
牛
玉
宝
印
─
祈
り
と
誓
い
の
呪
符
─
』
町
田
市
立
博
物
館
編
、

一
九
九
一
年
）、入
間
田
宣
夫「
起
請
文
の
成
立
」（『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
世
界
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）、
勝
俣
鎮
夫
『
一
揆
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
二
年
）、
清
水
克
行
『
日
本
神
判
史
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）、

久
留
島
典
子
『
一
揆
の
世
界
と
法
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）、
佐
藤
雄
基

「
日
本
中
世
前
期
に
お
け
る
起
請
文
の
機
能
論
的
研
究
─
神
仏
と
理
非
─
」（『
史

学
雑
誌
』一
二
〇
─
一
一
、二
〇
一
一
年
）、呉
座
勇
一『
一
揆
の
原
理
』（
洋
泉
社
、

二
〇
一
二
年
）。

（
３
） 『
史
料
纂
集
105　

舜
旧
記　

第
㈦
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
六
年
）。

（
４
） 
麻
生
伸
一
「
近
世
琉
球
の
起
請
文
に
関
す
る
基
礎
考
察
」（『
芸
術
論
の
現
在　

沖



起請文の罰─ 26（ ─

縄
か
ら
の
発
信　

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
開
学
30
周
年
記
念
論
集
』
沖
縄
県
立
芸
術

大
学
、
二
〇
一
八
年
）。

（
５
） 『
日
本
思
想
体
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
初
版

一
九
七
四
年
）。

（
６
） 『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
四
巻
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
７
） 『
大
田
南
畝
全
集　

第
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
８
） 『
大
田
南
畝
全
集　

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
９
） 『
旧
幕
府　

七
号
』（
冨
山
房
雑
誌
部
、
一
八
九
七
年
）。
筆
者
木
焦
居
士
の
詳
細

は
不
明
。

（
10
） 

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
近
松
門
左
衛
門
作
「
冥
途
の
飛
脚
」
を

改
作
・
脚
色
し
た
作
品
。
亀
屋
段
は
現
在
で
は
廃
絶
し
て
い
る
。

（
11
） 

南
方
熊
楠
「
牛
王
の
名
義
と
烏
の
俗
信
」（『
南
方
随
筆
』
荻
原
星
文
館
、

一
九
四
三
年
、
初
出
一
九
二
六
年
）。

（
12
） 

嶋
正
央
「
熊
野
牛
王
覚
書
」（
和
田
萃
編
『
熊
野
権
現
』
一
三
八
〜
九
頁
、
筑
摩

書
房
、
一
九
八
八
）。
小
宮
豊
隆
『
黄
金
蟲
』（
小
山
書
店
、
一
九
三
四
年
）。

（
13
） 

黒
川
直
則
「
起
請
の
詞
」（『
日
本
史
研
究
』
一
一
九
号
、
一
九
七
一
年
）、
前
掲

註
（
２
）
千
々
和
「
中
世
民
衆
の
意
識
と
思
想
」、
荻
野
三
七
彦
「
き
し
ょ
う
も
ん
」

（『
国
史
大
辞
典　

４
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。
起
請
文
に
直
接

言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
笹
本
正
治
「
消
え
て
い
っ
た
習
俗
─
諏
訪
上
社
の

場
合
─
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
集
、
一
九
九
二
年
）
は
中

世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
神
慮
へ
の
意
識
の
後
退
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
清
水

氏
は
前
掲
註
（
２
）『
日
本
神
判
史
』
で
、
牛
玉
宝
印
使
用
に
つ
い
て
直
接
は
言

及
し
て
い
な
い
が
、
神
仏
へ
の
信
仰
心
の
退
潮
を
起
請
文
に
お
け
る
血
判
の
出
現

や
起
請
返
し
の
作
法
な
ど
か
ら
説
明
し
、
中
世
後
期
「
神
仏
に
対
す
る
畏
敬
の
念

や
信
仰
心
を
少
し
ず
つ
希
薄
化
さ
せ
て
い
っ
た
」（
一
五
六
頁
）
こ
と
の
根
拠
と

し
て
い
る
。

（
14
） 

瀧
川
政
次
郎
「
牛
王
誓
紙
」（
地
方
史
研
究
所
編
『
熊
野
〈
増
補
新
版
〉』
原
書
房
、

一
九
八
二
年
、
初
版
一
九
五
七
年
）、
前
掲
註
（
13
）
荻
野
三
七
彦
「
き
し
ょ
う

も
ん
」
な
ど
。

（
15
） 

千
々
和
到
「
東
大
寺
文
書
に
み
え
る
牛
玉
宝
印
」（『
日
本
古
文
書
学
論
集　

10　

中
世
の
宗
教
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。

（
16
） 

千
々
和
到
「「
書
牛
玉
」
と
「
白
紙
牛
玉
」」（
石
井
進
編
『
中
世
を
ひ
ろ
げ
る
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
前
掲
註
（
２
）
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』。

（
17
） 

前
掲
註
（
２
）
千
々
和
到
「
牛
玉
宝
印
と
起
請
文
」。

（
18
） 

嶋
津
宣
史
「
熊
野
信
仰
と
那
智
瀧
宝
印
」（『
牛
玉
宝
印
─
祈
り
と
誓
い
の
呪
符
─
』

町
田
市
立
博
物
館
編
、
一
九
九
一
年
）、
小
山
聡
子
「
熊
野
牛
玉
宝
印
へ
の
信
仰
」

（『
古
文
書
研
究
』
六
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
1（
） 

千
々
和
到
「【
座
談
会
】
日
本
の
護
符
文
化
」
三
一
八
〜
三
二
一
頁
（
同
氏
編
『
日

本
の
護
符
文
化
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）、
保
立
道
久
「
絵
巻
に
描
か
れ
た
文
書
」

（
藤
原
良
章
・
五
味
文
彦
編
『
絵
巻
に
中
世
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五

年
）。

（
20
） 

前
掲
註
（
２
）。

（
21
） 

前
掲
註
（
２
）。

（
22
） 

清
水
克
行
氏
が
『
日
本
神
判
史
』（
前
掲
註
２
）
七
九
頁
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

（
23
） 

12
は
、
荘
民
で
あ
る
百
姓
が
領
主
高
野
山
の
指
示
に
よ
り
、
護
法
（
牛
玉
）
に
書

か
れ
た
起
請
文
を
神
通
寺
の
宝
前
で
麗
水
に
浮
か
べ
て
飲
み
、
検
注
で
不
正
を
行

わ
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
起
請
文
の
案
文
で
あ
る
。
荘
園
領
主
の
強
制
に
よ
る
神
水

で
あ
り
、
自
発
的
な
神
水
で
は
な
い
。
ま
た
、
護
法
（
牛
玉
）
に
書
か
れ
た
起
請

文
を
飲
ん
で
い
る
が
、
そ
の
起
請
文
で
は
「
相
互
不
可
見
隠
聞
隠
、
任
有
目
悉
可

申
上
者
也
」を
誓
っ
て
お
り
、百
姓
相
互
の
一
味
同
心
と
は
程
遠
い
内
容
で
あ
る
。

誓
約
は
、
百
姓
一
人
一
人
が
神
通
寺
の
神
仏
に
仮
託
し
た
領
主
高
野
山
に
誓
約
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
の
時
点
で
、
誓
約
を

守
ら
せ
る
た
め
に
は
、
白
紙
に
書
か
れ
た
神
文
で
は
効
果
が
な
い
と
考
え
、
起
請
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文
を
護
法
（
牛
玉
）
に
書
か
せ
た
う
え
で
体
内
に
収
め
さ
せ
る
作
法
を
採
用
し
て

い
る
、
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
起
請
文
に
つ
い
て
は
原

田
信
男
氏
が
「
Ⅱ
食
事
の
体
系
と
共
食
・
饗
宴
」（『
日
本
の
社
会
史　

第
８
巻
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
で
言
及
し
て
い
る
。

（
24
） 

呉
座
勇
一
氏
は
前
掲
註
（
２
）『
一
揆
の
原
理
』
で
「「
焼
く
起
請
文
」
と
「
残
す

起
請
文
」
を
セ
ッ
ト
で
作
成
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
あ
り
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
」（
一
二
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
） 

前
掲
註
（
２
）。

（
26
） 

前
掲
註
（
２
）。

（
27
） 『
源
平
盛
衰
記
』（『
校
註
日
本
文
学
大
系　

十
五
巻
』
国
民
図
書
、
一
九
二
六
年
）。

（
28
） 

延
慶
本
注
釈
の
会
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈　

第
六
末
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
九
年
）。

（
2（
） 

麻
原
美
子
、
名
波
弘
彰
編
『
長
門
本
平
家
物
語
の
総
合
研
究　

第
一
巻
校
注
篇
上
』

（
勉
誠
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
30
） 

刊
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
以
下
の
語
り
本
系
『
平
家
物
語
』
諸
本
を
確
認
し
た
。

覚
一
本
（
一
般
に
読
ま
れ
て
い
る
正
本
系
統
の
祖
本
。『
日
本
古
典
文
学
大
系　

第
三
二
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）、
流
布
本
（
江
戸
期
版
本
と
し
て
流
布
。

正
本
系
統
。『
平
家
物
語
』
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
版
一
九
五
九
年
）、
屋

代
本
（
非
正
本
系
、『
屋
代
本
平
家
物
語
』
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
）、
百
二
十
句

本
（『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

新
装
版　

平
家
物
語
』
新
潮
社
、
二
〇
一
六
年
、

初
版
一
九
七
九
年
）。
な
お
、
平
家
物
語
諸
本
に
つ
い
て
は
兵
頭
裕
己
『
平
家
物

語
─
〈
語
り
〉
の
テ
ク
ス
ト
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
巻
末
所
載
【
テ
ク

ス
ト
一
覧
】
を
参
考
に
し
た
。

（
31
） 

清
水
氏
は
前
掲
註
（
２
）『
日
本
神
判
史
』
三
四
頁
で
、
こ
の
事
例
か
ら
、
史
料

中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
他
例
で
も
き
っ
と
神
水
を
呑
む
と
い
う
所
作
が
と

も
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
32
） 

前
掲
註
（
２
）。
黒
川
氏
は
論
拠
と
し
て
表
の
17
の
事
例
を
引
用
し
て
い
る
。

（
33
） 

前
掲
註
（
４
）。

（
34
） 

近
世
で
は
「
神
文
」
に
は
起
請
文
（
誓
詞
・
誓
紙
）
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
と
、

文
字
通
り
神
仏
を
勧
請
し
て
違
約
時
の
罰
を
記
す
神
文
（
罰
文
）
を
指
す
場
合
が

あ
る
。
起
請
文
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
起
請
文
を
焼
い
て
飲
ん
だ
こ
と
に

な
り
、
神
文
（
罰
文
）
を
指
す
な
ら
ば
、
そ
の
部
分
だ
け
飲
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
麻
生
氏
は
起
請
文
と
判
断
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

（
35
） 

申
叙
舟『
海
東
諸
国
紀　

朝
鮮
人
の
見
た
中
世
の
日
本
と
琉
球
』（
田
中
健
夫
訳
注
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）。

（
36
） 

相
良
享
「『
葉
隠
』
の
世
界
」（『
日
本
思
想
体
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』、
岩
波

書
店
、
一
九
七
九
年
、
初
版
一
九
七
四
年
）。

（
37
） 

大
河
内
千
恵
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）。


